
 令和８年４月21日　

 

 　保護者等各位

 

 北海道新十津川農業高等学校長　加　藤　和　則　

 

 　　　自家用車による送迎時のマナー遵守と交通事故防止について（お願い）

 　新緑の候、保護者の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、本校の教育活動に対しまして、ご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上

 げます。

　さて、近年、登下校時における自家用車での送迎が増加しております。校門付近におい

て車両が滞留し、一般車両の通行を妨げたり、一部の車両による駐停車禁止場所での乗降

 により、歩行者・自転車との接触事故寸前の事案も報告されております。

　本校といたしましては、生徒の安全確保を最優先に考え、改めて次の通りルールを徹底

していただきたく存じます。何卒、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願

 い申し上げます。

 記

 １　校門付近での乗降禁止

　　校門付近での停車は、後続車両の渋滞を招くだけでなく、死角を作り出し、自転車や

 　歩行者との重大な接触事故を誘発します。校門周辺での乗降は絶対におやめください。

 ２　指定ルールの遵守

 　　次の図のとおり乗降場所と通行ルートを守ってください。

 

 

 

 


